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記 法務省人任第1747号

平成5年6月25日

次長検事 土肥孝治

検事長に任命する

一級に叙する

内閣総理大臣殿
高松高等検察庁検事長

次長検事に任命する

一級に叙する

検事長井嶋一友

1

’
横浜地方検察庁検事正

検事長に任命する

一級に叙する

検事村田 恒 法 務 大 臣

最高検察庁検事

公安調査庁長官

検事長に任命する

一級に叙する

検事栗田 啓二
下記のとおり人事異動を実施したい内議がありますので，

閣議の上，発令願います。

なお，本件は，平成5年6月30日付けで退官予定の東京

高等検察庁検事長藤永幸治の後任に大阪高等検察庁検事長

吉永柘介を， その後任に次長検事土肥孝治を， その後任に

高松高等検察庁検事長井嶋一友を， その後任に横浜地方検察

庁検事正村田恒を， また， 同日付けで退官予定の名古屋高等

検察庁検事長谷山純一の後任に広島高等検察庁検事長敷田稔

を， その後任に公安調査庁長官栗田啓二を， さらに， 同月

24日限りで米田昭が定年退官し欠員となっている仙台高等

検察庁検事長に東京地方検察庁検事正増井清彦を，それぞれ

充てようとするものであります。

東京地方検察庁検事正

検事長に任命する

一級に叙する

検事増井清彦

(平成5年7月2日付け）
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ｉ
４
１
ｊ
ｆ

・

，
Ｉ

、
！

、
・
１
．
烏
１
・
…
’
５
ｍ
『
１
．
射
』
開
１
・
Ｙ
４
１
ｑ
９
ｊ
４

・
宮
‐
１
０

１
１
１
１
↓

’

’

１
ト
ー
卿
垂
ｉ
嶬
壗
濱
礒
憧
鳴
峰
置
に
鴬
嬉

“

〃
一
〃
司
慈
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

ｉ
‐
０
１
．
０
１
１
１
：
！
一
．
Ｉ
Ⅱ
１
０

Ｏ
Ｉ
ｌ
０
ｔ
１
ｒ
ｊ
Ｖ
凸
Ｔ
Ｅ
Ｃ
、
０
１
口
．
ワ
。
’
１
．
１
１
１
１
１

．
１
１
８
１
１
，
１
８
８
０
ｌ
１
１
ｌ
Ｊ
Ｌ
０
０
０
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
０
９
Ｊ
ｆ
Ｉ
ｏ
Ｉ
９
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
４
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
１
ｊ
Ｉ
１
！
‐

任
期
ば
昭
和
唾
二
年
一
二
月
三
一
Ｒ
ま
で
と
す
る
〃

１
１
１
！
‐
‐
‐
，
ｉ
１
－
．
ｉ
１
ｌ
‐
・
ｉ
ｉ
Ｉ
‐
、
，

・
・
．
‐
１
１
↓
’
’
１
‘
．
‐
‐
．
‐
’
１
，
１
１
１
‐
！
‐

・
傷
！
、
’
’
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

“
！
！
‐
‐
！
‐
’

七
一
一
○
検
察
官
特
別
着
試
講
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

ｉ
ｌ
１
’
１
，
４
１
１
１
，
’
一
口
↑
・
“
，
．

。
・
・

‐
‘
省
０
１
１
１
，
，
１
１
１
１
１
‐
１
１
１
‘
ｌ
‘
，
ｌ
ｌ
１
Ｉ
●
１
１
１
１
‐
：
。

も
‘
・
・
、
“
日
。
ｌ
Ⅱ
日
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
ｉ
Ⅱ
Ⅱ
８
ｌ
１
０
Ｕ
ｌ
ｏ
９
１
１
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
‐
’
。

，１

，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
’
一
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
，
！
‐
・
’
３

一
一
弓
．
０
１
．
Ｌ
Ｌ
叩
制
。
『
一
ｉ
Ｊ
、
。

鰡

一

・

二

言

旨

了

‐

１

１

Ｊ

↑

二

芦

Ｔ

Ｉ

Ｄ

言

、

早

口

Ｆ

］

」

ｆ
、
Ｊ

〆

一
・
：
：
：

：
士
！
‐
Ｉ
！
‐
‐
‐
‐
‐
．
！
‐
！
ｉ
！
：

・
；
ｉ
Ｉ
ｌ
‐
１
１
．
！
‐
・
‐
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
●
！
！
●
１
１
，
１
１
１
・
ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
：
一
！
‐

／

一
！
」
‐
畷
臘
灌
睦
恒
晴
篭
唯
鱈
ｉ
ｌ
１
！
！
一
‐

一

一
二
二
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
〉
考
査
委
員
に
併
任
す
る

ふ
り
が
な
い
じ
ま
か
ず
と
も

氏
名
一
共
嶋
一
友

〃

Ｈ
Ｉ
Ｃ
凸
●
・
・
４
．
Ｐ
’
■
１
２
．
口
６
Ｆ
日
日
１

4－ i

目｜
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昭
和
四
六
一
戸
〕

FF

〃

二
九
外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
の
併
任
を
解
除
す
る
灘

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｂ

ｉ

Ｉ

Ｉ

ｉ

Ｉ

１

ｏ

ｌ

ｏ

ｌ

Ｉ

０

ｐ

Ｉ

９

Ｉ

Ｄ

．

。

ｏ

９

ｆ

ｌ

ｌ

Ｉ

９

１

０

ロ

■

Ｄ

ｌ

Ｉ

０

０

ｑ

ｌ

〃

７

１

Ｆ

■

・

Ｉ

Ｕ

ｃ

Ｅ

ｏ

亭

’

４

１

１

０

１

１

１

．

１

１

４

０

１

０

Ⅲ

ｌ

４

０

１

ｊ

ｏ

０

１

‐

１

４

‐

ｊ

ｌ

４

０

４

、

‐

１

１

１

’

‐

Ｉ

１

Ｊ

１

ｑ

１

１

Ｉ

ｊ

‐

１

４

４

‐

ｑ

１

１

１

ｌ

‐

１

…

一

六

外

務

事

務

官

（

欧

亜

局

西

欧

第

一

課

）

に

併

任

す

る

ノ

ー
外
務
事
務
官
（
欧
亜
局
西
欧
第
一
課
）
の
併
任
を
解
除
す
る

１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
１
ｉ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｉ
Ｉ
Ｉ
弱
１
１
粥
！
！
ｉ
割
！

三
外
務
省
に
出
向
さ
せ
る

い
Ｉ
こ
聾
駒
■
■
■
■
■
癌
晴
間
間
叫

一
侭
転
任
さ
せ
る
外
務
省

０
１
１
。
‐
１
１
ｆ
ｌ
‐
９
０
１
７
－
’
１
６
０
１
０
？
１
１
８
１
Ⅱ
２
５
．
１
ｑ
‐
・
△
１
０
０
、
ｏ
ｑ
０
△
．
ｌ
１
ｑ
９
ｌ
Ｇ
４
４
４
‐
Ｉ
１
ｌ
ｑ
，
Ｉ
ｑ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
．
、
ｑ
‐
Ｉ
‐
Ｉ
ｉ
Ｉ
‐
．
‐
Ｉ
、
Ｉ
Ｉ
１
ｆ
ｌ
ｒ
‐
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
ｌ
Ｉ
，
０
１
．
日
１
０
、
凸
。
’
４
ｆ
、
甲
ｆ
３
ｌ
８
ｌ
ｒ
ｌ
ｌ
Ｄ
？
；
Ｆ
Ｉ
７
ｌ
４

〃
｜
一
等
書
記
官
を
命
ず
る
〃

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

０

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｏ

‐

‐

‐

－

１

１

，

，

４

１

ｂ

。

。

“

１

、

。

．

。

Ｄ

Ｆ

Ｉ

‐

‐

．

．

．

、

０

０

１

０

１

，

ｒ

，

‐

…

１

１

．

。

、

。

＄

．

…

Ｐ

．

、

．

、

．

一

一

帰

朝

を

命

ず

る

〃

；
！
；
４
１
：
。
：
６
１
９
面
１
日
早
当
。
Ｏ
９
ｌ
ｏ
ｌ
Ｄ
Ｉ
ワ
Ｄ
ｐ
；
Ｌ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
；
０
．
１
‐
’
５
１
ｉ
●
１
７
Ｊ
。
・
１
吋
１
“
Ｉ
ｑ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
１
１
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
…
ｉ
Ｉ
や
１
１
１
４
１
‐
１
１

二
八
一
オ
リ
ン
ゾ
ナ
ッ
ゾ
ウ
勲
章
グ
ラ
ン
ド
オ
ブ
イ
サ
ー
に
叙
し
た
オ
ラ
ン
ダ
賞
勲
局

一

■

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｄ

Ｄ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

０

１

ｌ

Ｉ

．

，

｛

Ｉ

‐

ｉ

ｏ

ｑ

．

・

・

Ｉ

ｂ

ｏ

ｌ

ｈ

宮

Ｌ

６

，

ロ

９

．

０

．

△

。

’

ｆ

１

Ｇ

ｑ

ｆ

ｌ

ｉ

１

Ｉ

＄

１

‐

△

ｌ

ｊ

１

４

０

；

’

１

０

１

・

↓

．

。

。

。

’

’

１

ｔ

△

７

１

０

８

ｌ

ｂ

Ｌ

Ｕ

ロ

Ｐ

ｆ

４

Ｉ

Ｐ

ロ

４

４

顕
一
怯
務
省
に
出
向
さ
せ
る
一
法
務
省

一
一
外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
併
任
す
る

~

一
丼

臘

菰i務
務

省|省

鳩

！一‐
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五
六
一
一
一
九
一
法
務
省
刑
事
局
総
務
課
長
に
充
て
る

ｑ
鳫
里
一
応

凡
一
一
汁
睡
議
庇
津
日
勲
叩
菫

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
鯨
力
及
び
安
全
保
障
条
黙

１
■
▽
◆
６
０
■
Ⅱ
Ⅱ
７
。
ｆ
６
，
１
Ｇ
Ｕ
Ｄ
０
ｏ
Ｇ
や
９
〃
”
ｆ
■
■
’
０
．
９
◇
ｂ
・
△
０
Ｐ
ウ
リ
Ｆ
Ｂ
ｌ
■
■
■
■
Ｕ
Ｕ
Ⅱ
！
■
■
Ⅱ
■
・
■
■
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
Ⅱ
Ｆ
■
■
Ｂ
ｒ
Ⅱ
Ｂ
■
■
ｐ
Ｇ
９
■
９
８
。
■
■
Ⅱ
日
日
Ⅱ
Ｈ
９
０
Ｕ
■
日
日
凸
■
Ⅱ
Ⅱ
■
Ｕ
凸
８
９
０
０
■
Ｄ
Ｂ
二
■
８
■
６
２
０
０
０
■
■
６
■
９
Ⅱ
Ｈ
ｇ
△

第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍

●
《
Ｑ
■
ダ
ニ
ｆ
Ｋ
■
■
■
■
■
Ｂ
■
■
“
■
、
■
■
・
■
■
△
■
■
、
■
Ｉ
■
■
■
■
Ｉ
Ｄ
Ｂ
■
■
も
Ｐ
ｂ
⑪
。
；
も
。
・
ｏ
ｐ
８
■
■
。
二
■
■
■
ｐ
ｑ
ａ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
可
。
■
■
■
■
■
０
■
■
■
■
日
■
ｒ
■
砧
、
》
も
こ
ｇ
■
■
■
■
凸
■
■
■
●
●
■
■
■
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
。
。
■
■
■
■
■
■
■
■

隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関

■
■
Ｕ
８
Ｔ
Ｂ
■
！
・
＃
０
口
▲
Ｆ
ｅ
ｂ
■
■
■
■
一
■
■
合
口
且
■
■
。
Ｕ
・
凸
■
●
，
。
■
二
■
Ｐ
“
■
▼
Ｂ
Ｈ
Ｆ
〃
砧
■
■
■
Ｕ
Ｇ
Ｉ
６
Ｂ
■
Ｂ
■
！
■
■
Ｐ
０
■
ｐ
、
■
■
Ｄ
・
ｑ
Ｕ
■
■
■
■
ｒ
－
ｑ
■
■
■
宮
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｑ
■
且
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
巴
■
■
■
■
■
■
■

だ
る
刑
事
威
測
蘆
鱈
潅
分
科
委
員
会
日
本
代
表
を
委
嘱
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
匿
委
員
会
幹
事
に
任
令

ご

検
察
官
犠
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
八
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す

法
務
大
至
官
壽
秘
書
課
長
に
充
て
る

扉
害
言
、
等
険
察
一
丁
険
事
に
配
置
腕

率
期
闇
ば
昭
菰
五
一
年
二
月
九
日
ヵ
ら
辰
月
一
五
Ｅ

●
△
●
■
白
日
●
６
●
凸
Ｕ
■
Ｇ
８
■
。
且
Ｕ
Ｆ
９
■
９
０
０
．
◆
●
、
▲
●
●
、
、
一
Ｊ
．
。
。
。
〃
０
．
１
■
日
■
０
８
８
８
勺
ｑ
－
Ｕ
ｇ
ｑ
ｑ
ｄ
ｇ
２
０
４
ｏ
１
４
等
Ｇ
ｑ
Ｇ
ｅ
Ｂ
８
■
ｑ
Ｂ
Ｂ
ｆ
０
０
凸
争
０
０
６
８
４
０
Ｌ
ｆ
９
Ｄ
Ｔ
０
ｏ
ｂ
ｐ
ｑ
庁
、
■
Ｅ
Ｊ
ワ
。
■
■
Ｕ
Ⅱ
■
］
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■

、
ア
堅
畢
尺
一
震
度
』
ず
ｊ
ふ
わ
匡
乱
Ｆ
》
｝
牛
津
１
一
半
上
↑
動
″
ｚ
ジ

敬
二
束
一
宗
地
方
険
察
一
町
擦
事
）
に
一
睡
丘

法

務

省

井
鴫
一
友

園
弱
声
置
判
園 〃
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一

て
。
ｌ
０
Ｉ
ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
１
１
Ｉ

〃
｜
鉱
二
九
一
第
一
Ｏ
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
ろ
一
内
閣
一

’
六
「
Ｊ
三
一
一
聿
溌
謂
謝
雛
篭
…
川
Ⅷ
Ⅷ
い
い
一
『
Ｉ
Ｊ
Ｉ
一
一

〃

″
一
言
一

一
法
務
省
－

１
１
１
鈴
：
一
Ｉ
四
Ｉ
ｉ
記
ｉ
一
封
謝
謝
認
蒋
鮮
瞬
議
‐
１
１
１
：
！
ｉ
‐
；
…
ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｌ
ｉ
Ｉ
ｉ
！
！
；
‐
ｉ
‐
一一

ノ

Ｉ
：
｜
！
Ｉ
二
謂
罰
習
霧
謁
尉
創
卿
餡
訂
！
ｉ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｌ
ｌ
ｉ
ｉ
１
ｉ
－

〃
一
？
九

１
１
！
…
‐
：
一
：
Ｉ
；
一
！
！
！
颪
鬮
伽
鯉
母
腓
細
對
鍵
創
卸
引
引
藷
盈
鴎
副
１
１
１
！
‐
：
一
：
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

１
１
ｌ
州
‐
’
一
！
；
《
一
‐
釣
‐
－
１
濁
謡
対
霊
冨
勇
司
調
法
制
調
査
部
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く
〃

。

〃

・

・

１

９

‐
・
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ⅱ
！
Ⅱ
ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
８
０
Ｉ
０
０
１
１
１
９
１
ｊ
ｌ
ｊ
Ｉ
１
１
１
１
８
１
１
．
．
，
，
１

１
１
，
．
１
１
１
１
１
１
１
’
１
１
１
’
１

‐
．
Ｉ
‐
・
Ｉ

Ｏ
ｉ
－
●
１
１
－
１
．
‐
ｉ
●
１
１
１
１
℃
・
Ｉ
ｇ
ｌ
ｔ
ｏ
ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
’
一｜

川
い
当
叫
計
Ｉ
悪
難
尋
熱
駒
書
尉
飴
鼠
饒
か
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
１
－
ｌ
ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ

〃

・
‐
・
‐
‘
叩

…
‘
‘

｜
‘
‐
‘
‐
ｉ
，
。
’
ｒ
‐
１
．
．
７
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法務省人任第1594号

平成5年6月25日

内閣総理大臣殿

法 務大
、

検事長の定年退官について（通知）

仙台高等検察庁検事長米田昭は，検察庁法第22条の規定に

より平成5年6月24日限り定年退官したので，通知します。
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